
令和４年１０月

最高裁判所は，裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則第３０条の規定に基づき以下の事項を公表する。

【裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第１０６条の２３第３項の規定に基づく通知】

自 至

1 齋　藤　　　均 60
秋田地方裁判所
刑事首席書記官

R3.9.17 R4.2.1
秋田地方裁判所
刑事首席書記官

R3.9.17 R4.3.31 裁判事務 R4.3.31 R4.4.1
社会福祉法人
大仙市社会福祉協
議会

福祉サービスの調
整等

嘱託職員 無 無

2 高　橋　　　潔 60
前橋家庭裁判所
首席書記官

R3.5.28 R3.6.28
前橋家庭裁判所
首席書記官

R3.5.28 R4.3.31 裁判事務 R4.3.31 R4.5.20 群馬弁護士会
各種委員会の運
営、管理

事務局長 無 無

3 中　村　　邦　彦 60
大阪地方裁判所
民事次席書記官

R3.10.26 R3.10.28
大阪地方裁判所
民事次席書記官

R3.10.26 R4.3.31 裁判事務 R4.3.31 R4.4.1
公益財団法人交通
事故紛争処理セン
ター

交通事故紛争に関
する和解斡旋

事務局長 無 無

4 藤　川　　　浩 60
仙台家庭裁判所
首席家庭裁判所調査官

R3.11.22 R4.1.13
仙台家庭裁判所
首席家庭裁判所
調査官

R3.11.22 R4.3.31 裁判事務 R4.3.31 R4.4.1 駿河台大学 教育及び研究業務 教授 無 無

再就職日
（注２）

再就職先の名称
再就職先の業務内

容
所属・官職

在職期間

職務内容

（注１）「約束前の求職開始日」とは，以下に掲げる日のいずれか早い日をいい，該当する日がなかった場合（裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則（平成３０年最高裁判所規則第２号。以下「改正規則」という。）の施行日（平成30年1月25
日）前に約束前の求職開始日があった場合を含む。）には，「約束前の求職開始日」欄に 「-」と記載し， 「約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容」欄に，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職務内容を記載している。
　　　　　①再就職先に対し，再就職を目的として，最初に自己に関する情報を提供した日
　　　　　②再就職先に対し，再就職を目的として，最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
　　　　　③再就職先に対し，最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
（注２）「再就職日」には，「再就職予定日」が含まれる。

再就職先における
地位

裁判所職員臨時措
置法において準用
する国家公務員法
第１０６条の３第２
項第４号の規定に
基づく承認の有無

裁判所職員臨時措
置法において準用
する国家公務員法
第１０６条の２第２
項第３号に規定す
る組織による離職
後の就職の援助の

有無

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則第３０条の規定に基づく
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況の公表

番
号

氏名
離職時
の年齢

離職時の官職
約束前の求職開

始日
（注１）

再就職の約束を
した日

約束前の求職開始日以後の
職員としての在職状況及び職務内容（注１）

離職日



令和４年１０月

最高裁判所は，裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則第３０条の規定に基づき以下の事項を公表する。

【裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第１０６条の２４第２項の規定に基づく届出】

自 至

1 有 留 晋 吾 53
福岡家庭裁判所
少年次席書記官

R2.11.24
福岡家庭裁判所
少年次席書記官

R2.11.24 R3.7.30 裁判事務 R3.7.30 R3.8.1 福岡簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

2 五 百 木 寛 57
大阪家庭裁判所
次席家庭裁判所調査官

- - - - - R2.3.31 R3.4.1 学校法人関西大学
司法福祉科目の講
義

非常勤講師 無 無

3 石 川 哲 男 59
那覇地方裁判所
刑事首席書記官

R2.10.1
那覇地方裁判所
刑事首席書記官

R2.10.1 R3.3.31 裁判事務 R3.3.31 R3.4.1 那覇公証センター 書記 事務長 無 無

4 石 井 智 世 60
神戸家庭裁判所
家事首席書記官

R3.3.1
神戸家庭裁判所
家事首席書記官

R3.3.1 R3.3.31 裁判事務 R3.3.31 R3.10.1
大阪家庭裁判所堺
支部

国家公務 家事調停委員 無 無

5 井 田 久 敏 58
札幌高等裁判所
刑事首席書記官

R2.11.13

①札幌地方裁判
所刑事首席書記
官
②札幌高等裁判
所刑事首席書記
官

①R2.11.13
②R3.4.1

①R3.3.31
②R3.7.30

①②裁判事務 R3.7.30 R3.8.1 札幌簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

6 岩 佐 君 雄 55
高松高等裁判所
民事次席書記官

R2.11.17
高松高等裁判所
民事次席書記官

R2.11.17 R3.7.31 裁判事務 R3.7.31 R3.8.1 高松簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

7 江 頭 誠 59
福岡高等裁判所
民事首席書記官

R2.11.24
福岡高等裁判所
民事首席書記官

R2.11.24 R3.7.30 裁判事務 R3.7.30 R3.8.1 福岡簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

8 遠 藤 康 浩 60
千葉地方裁判所
民事首席書記官

R2.11.30
千葉地方裁判所
民事首席書記官

R2.11.30 R3.7.30 裁判事務 R3.7.30 R3.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

9 大 國 規 子 60
神戸地方裁判所
刑事首席書記官

- - - - - R2.3.31 R3.4.1
神戸家庭裁判所伊
丹支部

国家公務 家事調停委員 無 無

再就職先における
地位

裁判所職員臨時措
置法において準用
する国家公務員法
第１０６条の３第２
項第４号の規定に
基づく承認の有無

裁判所職員臨時措
置法において準用
する国家公務員法
第１０６条の２第２
項第３号に規定す
る組織による離職
後の就職の援助の

有無

所属・官職

在職期間

職務内容

離職前の求職開
始日
（注）

離職前の求職開始日から離職日までの間の
職員としての在職状況及び職務内容（注）

離職日 再就職日 再就職先の名称
再就職先の業務内

容
番
号

氏名
離職時
の年齢

離職時の官職

裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則第３０条の規定に基づく
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況の公表



10 大 田 浩 司 59
裁判所職員総合研修所
事務局長

R3.4.20
裁判所職員総合
研修所
事務局長

R3.4.20 R3.7.30 司法行政事務 R3.7.30 R3.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

11 大 貫 充 60
名古屋家庭裁判所
首席家庭裁判所調査官

- - - - - R2.3.31 R3.8.1
公益財団法人家庭
問題情報センター

家庭問題に関する
調査等

副センター長 無 無

12 小 中 野 浩 59
鹿児島地方裁判所
民事首席書記官

R2.11.24
鹿児島地方裁判
所
民事首席書記官

R2.11.24 R3.7.30 裁判事務 R3.7.30 R3.8.1 福岡簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

13 小 村 良 幸 60
山口地方裁判所
民事首席書記官

R2.10.2
山口地方裁判所
民事首席書記官

R2.10.2 R3.3.31 裁判事務 R3.3.31 R3.4.1
広島公証人合同役
場

庶務・会計事務 事務局次長 無 無

14 菊 地 弘 恭 60
札幌地方裁判所
民事首席書記官

- - - - - R3.3.31 R3.4.16
合同会社クラスティ
アハウス

ソフトウェア開発等 代表者代表社員 無 無

15 清 原 猛 60
福岡家庭裁判所
家事首席書記官

- - - - - R3.3.31 R3.5.17 大分労働局 国家公務
臨時労働保険指導
員

無 無

16 合 戸 浩 一 59
宮崎家庭裁判所
首席書記官

R2.11.24
宮崎家庭裁判所
首席書記官

R2.11.24 R3.7.30 裁判事務 R3.7.30 R3.8.1 福岡簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

17 小 林 幹 典 59
大阪高等裁判所
事務局次長

R3.4.19
大阪高等裁判所
事務局次長

R3.4.19 R3.7.30 司法行政事務 R3.7.30 R3.8.1 大阪簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

18 近 藤 重 信 60
横浜家庭裁判所
事務局長

R2.11.5
横浜家庭裁判所
事務局長

R2.11.5 R3.3.31 司法行政事務 R3.3.31 R3.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

19 佐 々 木 憲 51
名古屋簡易裁判所
首席書記官

R2.11.9

①名古屋地方裁
判所総務課長
②名古屋簡易裁
判所首席書記官

①R2.11.9
②R3.4.1

①R3.3.31
②R3.7.30

①司法行政事務
②裁判事務

R3.7.30 R3.8.1 名古屋簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

20 髙 津 文 昭 60
松山地方裁判所
事務局長

- - - - - R2.3.31 R3.4.1 観音寺簡易裁判所 国家公務 民事調停委員 無 無

21 竹 口 智 之 60
大阪高等裁判所
民事首席書記官

- - - - - R3.3.31 R3.4.1 自営業 不動産賃貸業 事業主 無 無

22 田 﨑 正 紀 60
さいたま家庭裁判所
次席家庭裁判所調査官

- - - - - R2.3.31 R3.4.24
明光義塾小山中央
教室

講師 アルバイト 無 無

23 田 﨑 正 紀 60
さいたま家庭裁判所
次席家庭裁判所調査官

- - - - - R2.3.31 R3.8.31 北條農園 農業 パートタイム 無 無

24 田 﨑 正 紀 60
さいたま家庭裁判所
次席家庭裁判所調査官

- - - - - R2.3.31 R3.11.1 宇都宮家庭裁判所 国家公務 家庭裁判所調査官 無 無



25 中 村 広 幸 58
長野地方裁判所
刑事次席書記官

- - - - - R3.3.22 R3.5.6 西村誠法律事務所 事務員 事務 無 無

26 中 島 隆 介 58
最高裁判所
第一小法廷首席書記官

R3.5.10
最高裁判所
第一小法廷首席
書記官

R3.5.10 R3.7.30 裁判事務 R3.7.30 R3.8.1 福岡簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

27 長 崎 泰 生 60
最高裁判所
事務総局審議官

R3.4.26
最高裁判所
事務総局審議官

R3.4.26 R3.7.30 司法行政事務 R3.7.30 R3.8.1 仙台簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

28 中 島 あ け み 60
横浜地方裁判所
事務局長

- - - - - R3.3.31 R3.7.1
一般財団法人司法
協会

司法に関する知識
の普及等

複写事業部管理課
長

無 無

29 長 沼 忠 雄 60
福島地方裁判所
事務局長

- - - - - R2.3.31 R4.2.21 仙台簡易裁判所 国家公務 裁判所書記官 無 無

30 鍋 谷 能 文 55
最高裁判所
上席書記官

R2.12.1
最高裁判所
上席書記官

R2.12.1 R3.7.30 裁判事務 R3.7.30 R3.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

31 新 岡 剛 59
仙台高等裁判所
事務局次長

R3.4.16
仙台高等裁判所
事務局次長

R3.4.16 R3.7.30 司法行政事務 R3.7.30 R3.8.1 仙台簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

32 西 森 公 治 60
和歌山家庭裁判所
首席書記官

R2.11.4
和歌山家庭裁判
所
首席書記官

R2.11.4 R3.3.31 裁判事務 R3.3.31 R3.8.1 大阪簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

33 西 村 直 満 60
大阪家庭裁判所
首席家庭裁判所調査官

R3.3.30
大阪家庭裁判所
首席家庭裁判所
調査官

R3.3.30 R3.3.31 裁判事務 R3.3.31 R3.10.1 大阪家庭裁判所 国家公務 家事調停委員 無 無

34 登 坂 一 敏 60
東京家庭裁判所
少年首席書記官

R2.11.26
東京家庭裁判所
少年首席書記官

R2.11.26 R3.7.30 裁判事務 R3.7.30 R3.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

35 長 谷 川 浩 一 60
新潟地方裁判所
事務局長

R2.12.15
新潟地方裁判所
事務局長

R2.12.15 R3.7.30 司法行政事務 R3.7.30 R3.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

36 原 宗 鑑 59
最高裁判所
大法廷首席書記官

R3.5.10
最高裁判所
大法廷首席書記
官

R3.5.10 R3.7.30 裁判事務 R3.7.30 R3.8.1 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

37 久 恒 敬 司 60
広島家庭裁判所
少年首席書記官

- - - - - R3.3.31 R3.10.1 山口保護観察所 国家公務 保護観察官 無 無

38 廣 田 昭 彦 58
名古屋高等裁判所
刑事首席書記官

R2.11.9

①名古屋地方裁
判所刑事首席書
記官
②名古屋高等裁
判所刑事首席書
記官

①R2.11.9
②R3.4.1

①R3.3.31
②R3.7.30

①②裁判事務 R3.7.30 R3.8.1 名古屋簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

39 藤 井 一 人 60
京都家庭裁判所
少年首席書記官

- - - - - R2.3.31 R3.4.1 大阪家庭裁判所 国家公務 家事調停委員 無 無



40 藤 井 明 夫 60
岡山地方裁判所
刑事首席書記官

- - - - - R3.3.31 R3.8.10 くら寿司 厨房内作業 パートタイム 無 無

41 藤 井 明 夫 60
岡山地方裁判所
刑事首席書記官

- - - - - R3.3.31 R3.8.21
マックスバリュー西
日本

荷受け等 パートタイム 無 無

42 藤 井 明 夫 60
岡山地方裁判所
刑事首席書記官

- - - - - R3.3.31 R3.8.23 株式会社東光 厨房内作業等 パートタイム 無 無

43 藤 井 明 夫 60
岡山地方裁判所
刑事首席書記官

- - - - - R3.3.31 R3.11.24
ふなおワイナリー
有限会社

ワインの販売等 パートタイム 無 無

44 松 田 誠 司 52
津家庭裁判所
事務局次長

R2.11.13

①名古屋地方裁
判所出納課長
②津家庭裁判所
事務局次長

①R2.11.13
②R3.4.1

①R3.3.31
②R3.7.30

①②司法行政事
務

R3.7.30 R3.8.1 名古屋簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

45 守 山 み ず ほ 60
津地方裁判所
刑事首席書記官

- - - - - R3.3.31 R3.10.1 名古屋家庭裁判所 国家公務 家事調停委員 無 無

46 矢 野 靖 人 60
松江地方裁判所
民事首席書記官

R2.11.16
松江地方裁判所
民事首席書記官

R2.11.16 R3.3.31 裁判事務 R3.3.31 R3.8.1 広島簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 無

47 山 本 佳 子 60
札幌家庭裁判所
首席家庭裁判所調査官

- - - - - R3.3.31 R3.10.4
株式会社ニリア・バ
ニー

保育園運営等 保育士 無 無

（注）「離職前の求職開始日」とは，以下に掲げる日のいずれか早い日をいい，該当する日がなかった場合（裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則（平成３０年最高裁判所規則第２号。以下「改正規則」という。）の施行日（平成30年1月25日）
前に離職前の求職開始日があった場合を含む。）には，「離職前の求職開始日」欄及び「離職前の求職開始日から離職までの間の職員としての在職状況及び職務内容」欄に「-」と記載している。
　　　　　①再就職先に対し，再就職を目的として，最初に自己に関する情報を提供した日
　　　　　②再就職先に対し，再就職を目的として，最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
　　　　　③再就職先に対し，最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日


